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案  件  名：郷土の恵みの森構想案 

募 集 期 間： 平成２２年３月１日（月）～平成２２年３月１５日（月） 

意見等提出件数： １８件（提出者数５名） 

 

 郷土の恵みの森構想（案）に対する意見募集（パブリックコメント）にご意見をいただき、あ

りがとうございました。 

 次のとおり、提出された意見の概要とそれに対する市の考え方をご紹介します。 

 

項 目 意 見 の 概 要 市 の 考 え 方 

「構想の位置

付け」に関す

ること 

・政策の継続性について 

・構想の市政における位置付けを

明確にしてほしい。 

 

○郷土の恵みの森構想は、総合計画における環境

分野を担う計画ものであることから、総合計画

の後期基本計画に位置付け、政策における位置

付けを明確にしていきます。 

「財源」に関す

ること 

・少子高齢化と人口減少に伴う歳入

減で整備費（資金）の継続的確保

について（現下の厳しい財政事情

からおのずから限度がある） 

・基金への募金のよびかけはイン

ターネットを活用して呼びかけ

てはどうか。目的、目標の設定

も必要である。 

○郷土の恵みの森構想の実現に向けた財源につ

きましては、「郷土の恵みの森づくり事業基金」

を立ち上げ、維持管理費も含め、当面の間の財

源を確保しております。 

 また、財源をさらに充実させるための募金、寄

付の呼びかけにつきましては、ご提案いただい

たインターネットの活用のほか、企業へのＰＲ

なども実施し、目的や目標の設定も視野に入れ

ながら、積極的に働きかけを展開していきます。 

「構想の実現

に向けた方策」

に関すること 

・策定に当たって何がしたいか、育

成と規制等を論議し、時間をかけ

周知徹底してほしい。 

・構想の目的、広域活用、人、期限、

工程、投資計画等々の関連する構

想を掘り下げていく必要がある。 

・当面の計画の策定（短期、数年

単位） 

・具体的なメニューや投入予算（補

助金、維持管理費も含む）など 

○郷土の恵みの森構想は、本市における森づくり

の方向性を示すものであり、特に森林が多く存

在する地区を起点に、市内全域の森づくりにつ

いて、地域とともに基本計画を策定していきま

す。 

 具体的な森づくりの取組や推進体制、補助制度

の活用、スケジュールなども検討していきます。 

「地域資源の

取扱い（あきる

野百景との連

携）」に関する

こと 

・小机地区のまいまい坂、小机家住

宅（都指定有形文化財）をはじめ、

あきる野百景に選定された８６か

所について、地区別森づくりなど

において、何らかの方向性を示し

ておくべきである。 

○あきる野百景は、各地域の貴重な資源でありま

すので、今後、地域の皆さんと協働で森づくり

の基本計画を策定するに当たり、検討していき

ます。 



「構 想 の 周

知」に関するこ

と 

・構想の周知のため、概要版を作

成すべきである。 

・毎年の進行状況を示してもらい

たい。 

○郷土の恵みの森構想は、市民と協働の森づくり

を基本としており、市民の皆さんをはじめ、市

外の人々などへの構想の周知は非常に大切であ

りますので、市民向けパンフレット（概要版）

や企業などへのＰＲ用パンフレットの作成など

にも取り組んでいきます。 

 また、毎年の進行状況につきましても、広報や

ホームページなどで広く情報発信をしていきま

す。 

「協働の図 

（P5）」に関す

ること 

・協働の図の中に市民団体（ＮＰ

Ｏなど）を入れるべきである。 

○郷土の恵みの森構想案では、市民の中に市民団

体も含まれるという考え方でしたが、ＮＰＯで

あるないに関わらず、市民団体をより明確に位

置付けるため、「市民（市民団体）」とさせてい

ただきます。 

「里山の生き

物（P17）」に

関すること 

 

・「里山の手入れがされなくなり、

里山本来の豊かな環境が損なわ

れ、ホタルやメダカ、カタクリ

など、かつては身近にみられた

生き物が減少している」との表

記があるが、メダカは秋川、平

井川の沖積地水田にしか生息し

なかったと思われ、里山の管理

低下とは関係が薄いのではない

か。里山を代表する生物として

入れるのであれば、トウキョウ

サンショウウオを入れるべきで

はないか。 

○郷土の恵みの森構想案では、一般論としての里

山の状況を記載しておりましたが、本市の状況

を鑑みますと、ご指摘のとおりでありますので、

メダカの表記は削り、トウキョウサンショウウ

オとさせていただきます。 

「開発などの

森の健全性へ

の影響（P17）」

に関すること 

 

 

・森の健全性は、「人の手による管

理の状況に大きく左右され、管

理の行き届かなくなった森は、

健全性が低下する」との表記が

あるが、里山においては、開発

やこれに伴う政策が原因である

旨も明記すべきではないか。 

○里山における森の健全性の低下においては、手

入れがされなくなった以外に、開発を目的とし

た土地利用の転換（宅地化など）の影響も考え

られますので、要因の一つとして、記述を追加

いたします。 

「里山への回

帰による森づ

くり（菅生地

区 ）（ P52 ～

P53）」に関す

ること 

 

・かつての里山は、人間が生活す

る上で必要であったからこそ手

入れがされていたが、持続的に

里山に手を入れる仕組みづくり

をどう構築するのか、記述すべ

きである。地域に何らかの実入

り（メリット）に結びつくよう

にする必要がある。「持続可能な

しくみを支える主体づくりを検

討していく」程度の記述が必要

である。 

○地域に何らかのメリットがなければ持続的な

森の手入れは難しいと思いますので、持続的な

森の手入れを支える仕組みや主体づくりについ

て、郷土の恵みの森構想案P53④で示していると

おり、町内会を中心に考えていきます。 



「森づくりの

体制図（P62）」

に関すること 

・方針・推進の枠に市民団体（NPO

など）が入っていないのはおか

しい。 

 地元で保全や管理に関わってき

た市民団体の意見は貴重である

し、実際の活動への協力が不可

欠であることを考えれば、方針

づくりへの関わりは必要であ

る。 

○郷土の恵みの森構想の実現には、地域の皆さ

ん、市民の皆さんとの協働はもとより、これま

で様々な活動をされてきた市民団体の皆さんと

の協働も必要であると認識しております。 

 ご指摘のとおり、市民団体の位置付けを「市民

（市民団体）」と表記させていただきます。 

「周辺自治体

と の 連 携

（P63）」に関

すること 

・国や東京都、他の自治体のほか

に、環境の連続性を考慮し、周

辺自治体との連携も加えるべき

である。 

○森づくりにおいては、周辺自治体との連携も非

常に重要であると考えておりますので、郷土の

恵みの森構想案P63（２）において、多摩の森で

つながる近隣自治体との協力、広域施策・事業

の展開について記述しております。 

「 ジ オ パ ー

ク」に関する

こと 

 

・秋川流域には、約３００万年前

の象の化石や貴重な地層などが

あり、地域一帯が列島の歴史を

物語る博物館のようなものであ

り、ジオパーク構想について、

認定も含めて提案しておく。 

○郷土の恵みの森構想案におきましても、秋川流

域が「地質・地形の宝庫」であると示しており、

構想 P63（５）におきまして、「あきる野だから

こそ」できる森づくりの一例として、「あきる野

版ジオパークの実現への取組」を記述しており

ます。 

 平成２２年度から、あきる野版ジオパークの実

現に向け、地質・地形を示す資源の把握などに

取り組んでいきます。 

「マウンテン

バイク愛好家

との連携によ

る森づくり」

に関すること 

 

・マウンテンバイク愛好家との連

携による森づくりについて 

※マウンテンバイクは健康増進や

温暖化対策（排気がない）につ

ながるツールである。 

 ■人間の生活圏を示すサイクリ

ングによる獣害防除 

 ■マウンテンバイク愛好家を対

象とした体験農園など（耕作

放棄地の解消） 

 ■マウンテンバイクコースの設

置による入場料の徴収などの

財源を利用した森林整備 

 ■マウンテンバイク愛好家によ

る地域への経済効果（食事や

宿泊） 

■マウンテンバイク愛好家によ

る森づくりへのさらなる発展

（現在でも清掃活動を実施、

マウンテンバイク愛好家の組

織化による郷土の恵みの森づ

くりへの貢献） 

 ■住民や森林所有者との十分な

調整 

○郷土の恵みの森構想の実現には、市民の皆さん

をはじめ、市外の人々など、あらゆる主体との

連携が必要であると考えております。マウンテ

ンバイクの愛好家の方をはじめ、森を様々な形

で利用される方も森づくりの主体のひとつであ

ると認識しております。 

 その中で、マウンテンバイクのコースなどの設

定につきましては、森の所有者や町内会・自治

会などの地域の皆さんとの十分な調整を図りな

がら対応していく段階であると考えておりま

す。 

 


